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平成２７年度沼田町歳入歳出決算審査意見書 

 

  地方自治法第２３３条第２項の規定によって、平成２７年度沼田町一般会計及び

各特別会計歳入歳出決算並びに関係帳簿、証書類を審査した結果、その意見は下記

のとおりである｡ 

 

記 

 

１．審査の対象 

（1）平成２７年度  沼田町一般会計歳入歳出決算 

（2）平成２７年度  沼田町養護老人ホーム特別会計歳入歳出決算 

（3）平成２７年度  沼田町特別養護老人ホーム特別会計歳入歳出決算 

（4）平成２７年度  沼田町高齢者グループホーム特別会計歳入歳出決算 

（5）平成２７年度  沼田町介護保険特別会計歳入歳出決算 

（6）平成２７年度  沼田町国民健康保険特別会計歳入歳出決算 

（7）平成２７年度 沼田町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算 

（8）平成２７年度  沼田町公共下水道特別会計歳入歳出決算 

 

２．審査の期間 

    平成２８年７月２７日から平成２８年８月５日までの４日間 

 

３．審査の主眼 

（1）会計記録の正当性及び計数の確認 

（2）予算執行の適否 

（3）財産運営の妥当性 

以上の点に主眼をおき、関係諸帳簿の審査及び証書類との照合、更に必要に

応じ担当課から資料の提出及び説明を求め、既住の監査の結果を参考にしなが

ら審査の適正を期した｡ 

 



４．審査の結果 

(1) 予算と決算の状況 

別紙一覧のとおり 

 

(2) 決算の適否について 

慎重に審査した結果、適正なものとして認める｡ 

 

(3) 審査における意見 

平成２７年度決算において、一般会計で１１１，０６０千円（前年比１９，

４３１千円減）特別会計で１０６，９２１千円（同、１，７１７千円増）合計

で前年比１７，７１５千円減の２１７，９８１千円が黒字計上された。基金に

ついては、前年比３８７，１１１千円増の３，７１２，８８５千円（備荒込み

４，２３０，１２１千円）の残高を計上すると共に、町債前年比８２，６５７

千円減の２，８８４，４０１千円まで縮減している。この形の中で実質公債費

比率は前年を０．９ポイント下回る３．０％で、健全化に大きく前進している

ところであり、職員各位の努力に敬意を表します。 

 今後とも、健全財政を維持しつつも、長期的展望に立って町の活性化に資

する資金運用と財政運営を望みます。 

 

〇公共施設の老朽化とインフラ整備について 

本町の各種公共施設については、他町に誇れるくらい整備されているところ

であるが、既に使用されていない施設、建物に無駄と思われる支出がなされて

いる。 

３，０００人の町に必要なもの、無くしても我慢できるもの（維持施設・広

域施設・新規施設）将来の人口規模、財政力を見据え、住民目線でコンパク

トで利便性の高いインフラ整備を願うものである。 

 


